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○�中学校区ごとに作成した小中９年間を見通した「情報モラル年間指導計画」の見直し、

改善を行った。

○各小中学校において「情報モラル年間指導計画」に基づいた授業実践を実施した。

○�「私たちの道徳」の情報モラル教材を活用した授業実践を行い、「情報モラル年間指

導計画」に位置付けた。

○�文部科学省の「情報モラル指導モデルカリキュラム」を参考に「藤岡版情報モラルチ
　�ェックシート」を作成することを通して、教師の意識の向上と情報モラル教育への理
解を深めた。

○校内外において情報モラルを取り上げた道徳の授業公開・授業検討を行った。
○�道徳教育推進教師、ＰＴＡ、青少推補導員等を対象とした情報モラル講演会を実施し
た。

○道徳教育における小中一貫カリキュラムの先進地域、先進校の視察研修を実施した。

○�児童生徒が自己の情報モラルを振り返るとともに、教師や保護者が児童生徒の実態や

変容の把握に活用できる「藤岡版情報モラルチェックシート」を作成・発信した。

○�ＰＴＡ総会等で保護者対象に「情報モラル啓発リーフレット」を活用した説明会を行

うとともに、児童生徒に対してもリーフレットを活用した学習を実施した。

○�「藤岡版情報モラルチェックシート」を活用した情報モラルチェックを実施し、児童

生徒の情報モラルに関わる実態の分析を行うとともに、今後の活用に向けての意見を

集約した。

○�本年度の取組及び成果と課題を「藤岡市道徳教育における情報モラル指導推進協議会」

で報告し、実践報告書としてまとめ、各校に配布した。

○�「情報モラル年間指導計画」に基づいた授業実践を継続するとともに、今年度配布さ

れた「私たちの道徳」を活用した授業実践について提案できた。�

○�「情報モラル指導」について各校で講演会や懇談会を実施して、保護者を巻き込んだ

実践が見られた。

○�「情報モラル指導モデルカリキュラム」に基づいた「藤岡版情報モラルチェックシー

ト」を作成し、今後の活用について考えることができた。
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道徳に係る教育課程の改善等について（答申）の概要

 
 
平成２５年 ２月 教育再生実行会議「いじめ問題等への対応について（第一次提言）」

１２月 「道徳教育の充実に関する懇談会」報告

平成２６年 ２月 中央教育審議会に「道徳に係る教育課程の改善等について」諮問

３月 初等中等教育分科会教育課程部会に「道徳教育専門部会」設置

４月 道徳教育用教材「私たちの道徳」の全国の小・中学校での使用開始

８月２５日 道徳教育専門部会（第９回）において「審議のまとめ（案）」審議
※８月２７日～９月９日まで意見募集を実施

９月１９日 道徳教育専門部会（第 回）において「答申（案）」取りまとめ

９月２４日 初等中等教育分科会・教育課程部会において「答申（案）」審議

１０月２１日 総会において答申
      

道徳教育に係る教育課程の改善方策 

（１）道徳教育の使命 
● 人格の基盤は道徳性であり、道徳教育は、自立した一人の人間として人生を 
他者とともによりよく生きる人格を形成することを目指すもの。 

 
● 道徳教育は、本来、学校教育の中核として位置付けられるべきものであるが、 
その実態には、多くの課題があり、改善が急務。 

 
（２）道徳教育のねらいを実現するための教育課程の改善 
● 道徳の時間を教育課程上「特別の教科 道徳」（仮称）として新たに位置付け、 
その目標、内容等を見直すとともに、これを要として効果的な指導をより確実に 
展開することができるよう、教育課程を改善することが必要。 

１ 道徳教育の改善の方向性 

Ⅰ 道徳教育に関する検討の経緯 

Ⅱ 答申の概要 
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（１）道徳の時間を「特別の教科 道徳」（仮称）として位置付ける 
●   道徳の時間については、学習指導要領に示された内容を体系的に学ぶとい  
う教科と共通する側面と、学校の道徳教育全体の要となって人格全体に関わ  
る道徳性を育成するものであり、原則として学級担任が担当することが望まし 
いこと、数値などによる評価はなじまないことなどの教科にはない側面がある。 

 

● このことを踏まえ、学校教育法施行規則において、新たに「特別の教科」 
（仮称）という枠組みを設け、道徳の時間を「特別の教科 道徳」（仮称）として 
位置付ける。 

 
（２）目標を明確で理解しやすいものに改善する 
● 学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育も、「特別の教科 道徳」（仮称）も、 
道徳に係る内面の向上やそれに基づく道徳的実践を求めるものであり、最終 
的には、「道徳性」の育成が目標。 

 

● このことを踏まえ、学校の道徳教育の目標については、現行の学習指導要  
領の規定を整理し、簡潔な表現に改める。 

 

● 「特別の教科 道徳」（仮称）の目標については、道徳性の育成に向けて重視 
すべき具体的な資質・能力を明確化する観点から、例えば、様々な道徳的価 
値を自分との関わりも含めて理解し、それに基づいて内省し、多角的に考え、 
判断する能力、道徳的心情、道徳的行為を行う意欲や態度を育てることなどを 
通じて、一人一人が生きる上で出会う様々な問題や課題を主体的に解決し、 
よりよく生きていくための資質・能力を培うこととして示す。  

 
（３）道徳の内容をより発達の段階を踏まえた体系的なものに改善 
する 

●  学習指導要領に示す四つの視点（「１ 主として自分自身に関すること」、「２  
主として他の人との関わりに関すること」、「３ 主として自然や崇高なものとの 
関わりに関すること」、「４ 主として集団や社会との関わりに関すること」）の意 
義を明確にするとともに、その順序等を適切に見直す。 

 

● 内容項目について、いじめの問題への対応や生命を尊重する精神の育成を 
はじめ、児童生徒の発達の段階や実態、環境の変化などに照らして改善を図 
るとともに、キーワード（例：「正直、誠実」「公正、公平、正義」）なども活用しつ 
つ、より体系的で効果的な示し方を工夫する。 

 

● 情報モラルや生命倫理などの現代的課題の扱いを充実する。 
 

２ 道徳に係る教育課程の改善方策 

－ 38 －



（４）多様で効果的な道徳教育の指導方法へと改善する 
● 対話や討論など言語活動を重視した指導、道徳的習慣や道徳的行為に関 
する指導や問題解決的な学習を重視した指導などを柔軟に取り入れる。 

●   小学校と中学校の違いを踏まえた指導方法の工夫など、指導の効果を上 
げるための多様な取組を行う。 

● 道徳の指導計画が効果的に機能するよう改善する。 
● 学校における指導体制の充実及び小・中学校の連携を一層図る。 
● 授業公開、また、家庭や地域の人々も参加できる授業の工夫など、家庭や  
地域との連携の強化を図り、家庭や地域にも開かれた道徳教育を進める。 

 
（５）「特別の教科 道徳」（仮称）に検定教科書を導入する 
●   「特別の教科 道徳」（仮称）の特性を踏まえ、教材として具備すべき要件 
に留意しつつ、民間発行者の創意工夫を生かすとともに、バランスのとれた 
多様な教科書を認めるという基本的な観点に立ち、中心となる教材として、 
検定教科書を導入する。 

●    「特別の教科 道徳」（仮称）の教科書の著作・編集や検定の実施を念頭 
に、学習指導要領の記述をこれまでよりも具体的に示すなどの配慮を行う。 

● 教科書だけでなく、多様な教材が活用されることが重要であり、国や地方  
公共団体は、教材の充実のための支援に努める。  

 
（６）一人一人のよさを伸ばし、成長を促すための評価を充実する 
● 児童生徒の道徳性の評価については、多面的、継続的に把握し、総合的に 
評価する。ただし、「特別の教科 道徳」（仮称）について、数値などによる評  
価は不適切。 

● 指導要録に「特別の教科 道徳」（仮称）の評価を文章で記述するための専 
用の記録欄を設けることや、道徳教育の成果として行動に表れたものを適 
切に評価するため、「行動の記録」を改善し活用することなどにより、評価の 
改善を図る。 
※ 指導要録の様式の具体的な改善案等については、今後、文部科学省に  
おいて更に専門的に検討。 

 
このほか、以下のような事項についても改善が必要。 
（１）教員の指導力向上 
（２）教員免許や大学の教員養成課程の改善 
（３）幼稚園、高等学校、特別支援学校における道徳教育の充実 
 

３ その他改善が求められる事項 
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